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はじめに

　ヤングケアラーは、「本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日
常的に行っている子ども」と定義されております。国も実態把握調査の実施や本格的
な支援が進められております。
　ヤングケアラーは、子どもがその背負わされた責任の負担の程度により、就学期の
様々な社会経験の機会が失われただけでなく、子ども自身がやりたいこと、やるべき
ことができない等、子ども自身の権利が侵害されているとも指摘されています。

　国では、令和２・３年度に実態把握調査の実施、令和3年度には「ヤングケアラー
の支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム」を立ち上げ、①
早期発見・把握②支援策の推進③社会的認知度の向上を今後取り組むべき施策として
まとめました。令和４年度には、ヤングケアラーに関する予算が計上され「ヤングケ
アラー支援体制強化事業」を創設しております。

　沖縄県では、2022年2月に小中高校の教員を対象にヤングケアラーの概数調査を
実施し、ヤングケアラーと思われる子が1,088人いるという結果が公表され、支援者
への研修実施等各種の支援事業がスタートしました。

　沖縄県社協では、社会的孤立の解消・防止の取り組みを進めるTHANKS（サンクス）
運動の一環として、今年度、市町村社協がヤングケアラー支援の現状等を把握し、関
係機関・団体等と連携した解決を図るための対応策を検討することを目的として、「市
町村社協におけるヤングケアラー実態把握調査」を実施しました。本調査の実施にあ
たっては、アドバイザーの沖縄大学人文学部　福祉文化学科　教授　名城健二氏から、
調査結果の考察をいただきました。

　沖縄県社協としては、今回の調査結果を受け、ヤングケアラー支援について公的施
策・サービスでは十分対応できない部分に対して、THANKS（サンクス）運動の各
推進団体や関係機関・団体と連携しながら、解決を図るための検討を進めていくこと
としています。

　本調査を公表することで、今後、ヤングケアラーにおける社会的な認知度が進み、
各地域で多様な機関・団体等と連携した取り組みの推進につながることを期待してお
ります。
　最後となりますが、市町村社協の皆様、アドバイスをいただいた沖縄大学　名城教
授には、本調査にご協力を賜り改めてお礼申し上げます。
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調査の実施概要

目　的
　社会的孤立の解消・防止の取り組みを進めるTHANKS（サンクス）運動の一環で、地域におけ
るヤングケアラー支援の現状や課題等の実態を把握し、関係機関・団体等と連携した解決を図るた
めの対応策を検討することを目的として、「ヤングケアラー実態把握調査」を実施する。

調査対象
　県内市町村社会福祉協議会

調査方法
　「アンケート入力フォーム（フォームズ）」を活用した調査

回答状況
　県内市町村社会福祉協議会の調査回答率は、100％（回答数41社協/41社協）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和4年12月6日時点）

調査結果概要
　ヤングケアラーへの取り組み内容について、「特にしていない」（27社協）、「ヤングケアラーと
いう視点を加えて見守りをしている」（10社協）の順となった。また、支援する上での課題としては、

「家族や周囲の大人に、ヤングケアラーという認識がない」「子どもが自身の状況を問題として認識
しておらず、支援を求めない」「学校との情報共有など、ネットワーク構築が不十分」等があげら
れた。
　今後ヤングケアラーを支援していくために、必要だと考えること・期待することとしては、「相
談しやすい環境ができる」「適切なサービスが受けられるようになる」「複数の分野が連携した支援
体制が整備される」との回答が多くみられた。
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調査の結果

問１【全ての社協に質問】
ヤングケアラーと思われる子どもの有無にかかわらず、ヤングケアラーに関する取り
組みについて（複数回答）

　ヤングケアラーに関する取り組みについて聞いたところ、「特にしていない」と回答した社協
が27社協と最も多く、次いで、「ヤングケアラーという視点を加えて見守りをしている」「関係
機関・団体とのネットワーク・連携体制の強化」と回答したのが10社協となっている。

その他の主な内容
◼　民生委員定例会でヤングケアラーについて、勉強会を行った。
◼　関係機関（行政、学校、民生委員等）との情報共有や今後の取り組みについて協議。
◼　自治体を主体とした、気になる世帯の見守り活動。

問１－１　問１で選択した取り組みについて、具体的内容
✧ 民生委員定例会で県の資料、ヤングケアラーの情報誌を読み合わせ、地域に厳しい世帯があれ

ば関係機関へつなぐことを意識しようと考えた。
✧　学校との情報共有を行った。
✧　ヤングケアラー世帯の支援を通じて、ネットワーク・連携体制の強化にもつなげている。
✧　ポスターを掲示し広報している。
✧ 各種相談事業や子どもの居場所事業等を通して、気になる世帯の見守りや関係機関との情報交

換等で連携を図っている。
✧　地元企業とのネットワークによる、お弁当やお菓子の提供　
✧　ヤングケアラーと思われる子が居場所に来た際に情報共有（必要に応じて食事支援）
✧　既存事業を通じ世帯のニーズを把握し、関係機関と支援連携している。
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✧　SSW、関係機関等との情報共有やケース会議、世帯での見守り分担等を行っている。
✧　子のいる世帯からの相談対応する際は「ヤングケアラー」という視点をもつようにしている。

問２【全ての社協に質問】ヤングケアラーに関して、今後取り組む予定のもの（複数回答）

　ヤングケアラーに関して今後取り組む予定のものを聞いたところ、「現時点では、予定していない」
と回答したのが19社協、次いで、「ヤングケアラーという視点を加えて見守りをする」「関係機関・
団体とのネットワーク・連携体制の強化」と回答したのが14社協であった。

問３【全ての社協に質問】支援する際の課題として考えられること（複数回答）

　課題について聞いたところ、「家族や周囲の大人に、ヤングケアラーだという認識がない」と回
答したのが25社協、次いで、「子どもが自身の状況を問題として認識しておらず、支援を求めない」
と回答したのは24社協であった。
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問４【全ての社協に質問】今後ヤングケアラーを支援していくために、必要だと考え
ること、期待すること（複数回答）

　支援していくために必要だと考えること、期待することについて聞いたところ、「相談しやすい
環境ができる」と回答したのが36社協と最も多く、次いで、「ケアを担っている子どもと家族が適
切なサービスをうけられるようになる」が31社協、「ケアを担っている子どもや家族が「ヤングケ
アラー」という認識をもつこと」「複数の分野が連携した支援体制が整備される」と回答したのが
28社協であった。

問５【全ての社協に質問】「ヤングケアラー」の実態把握の状況
　把握の状況としては以下の表のとおりである。

把握していない，
23

現在はいない
が、過去にいた，
　　　5

把握している，6

「ヤングケアラー」
と思われる子ども
がいるが、その実態
は把握していない，
　　　　7
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問６【問５で「把握している」「現在はいないが、過去にいた」と回答した社協に質問】
「ヤングケアラー」と思われる子どもの把握方法（複数回答）

　把握方法について聞いたところ、「関係機関・団体からの情報提供により把握している」と回答
したのが9社協、次いで、「ＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー）や地域福祉コーディネーター」
等、地域福祉担当者の活動を通じて把握している」と回答したのが6社協であった。

問７【問５で「把握している」「現在はいないが、過去にいた」と回答した社協に質問】
（１）社協で把握しているヤングケアラーのおおよその世帯数について

1 ～ 5世帯把 5 ～ 10世帯 10世帯以上
9社協 1社協 1社協

回答社協11　計40世帯

問７（２）ヤングケアラーと思われる子どもが、家族に行っているケアの内容（複数回答）
「把握している」「現在はいないが、過去にいた」と回答した社協に、ケア内容を聞いた結果は以下
のとおりである。
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問７（３）社協が関係機関と連携して支援したケースについて
「把握している」「現在はいないが、過去にいた」と回答した社協に、ケア内容を聞いた結果は以下
のとおりである。

問７（４）【（３）で「関係機関と連携して支援したケースがある」と回答した社協に質問】
連携先について（複数回答）
　「連携して支援したケースがある」と回答した社協に、連携先について聞いたところ、、「民生委員・
児童委員」、「市町村（児童福祉担当）」と回答した社協が6社協と最も多く、次いで、「要保護児童
対策地域協議会」、「教育委員会」と回答した社協が4社協であった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

特に連携して
いない，8

連携して支援した
ケースがある，
　　　9
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問７（6）【（３）「関係機関と特に連携していない」と回答された社協に質問】
関係機関につながらなかった・つなげなかった理由、社協としてどのように対応した
のか

 社協への相談がなく、あとから状況を聞いた。家族があまり話したがらないことも要因ではな
いかと考える。

 関係機関と連携はとっているが、そのようなケースが現状で表面化されていないため、連携し
た支援を実施したケースがない。

 社協として定期的な連絡やフードバンクの提供、必要時に制度についての情報提供を継続して
行っている。今後、必要に応じて関係機関へつないでいく。

 主管課（福祉課）より「ヤングケアラーの実態調査は、デリケートなので慎重に調査を行い社
協と情報共有し対応していきたい」と声かけがあり、実態把握ができ次第、連携し支援していく。

　社協として計画相談、障害福祉、生活困窮等の相談において実態の把握し支援に繋げていく。

問８【全ての社協に質問】（自由記述）
ヤングケアラーの発見や支援について、困っていること、不安に感じていること

 ノウハウについて 
 支援のノウハウの不足
 実態の把握から支援に至るまでの過程や専門性など情報があると助かる。
　�社協が発見したらCSWが必要なサービスの提供や支援を継続していけるが、他の関係機関が

発見した場合に社協のサービスが分からず、適切な支援をすることが出来るかが不安。
　�人口が少ない地域なので比較的情報は入るが、今後このような事案が浮き彫りになった場合の

具体的な支援体制が整っていない。
　�社協としてどれぐらい支援できるか、どのようにかかわっていくかという課題があると思われ

る。
 ヤングケアラーの現状や課題について学ぶ必要がある。
 ヤングケアラーの相談支援体制が確立されていない。
　�人によってヤングケアラーについて認識の違いがあるので、研修や勉強会が充実してくると、

支援も行いやすくなると感じる。
 各相談員が情報や視点を持つことの共有が図られるよう取組みの検討をしたい。
　�人材育成や確保が困難になっている。社会問題が顕在化される中、これまでの職員体制では支

援が難しくなっている。
 担当専門員がおらず、支援についても十分な知識がない状況である。
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 実態把握について 
 実態の把握が直接的には困難であり、学校や関係機関との情報共有の中で把握出来る時はある。

また介入が難しいケースであると感じている。
 子どもに関わる関係機関等との情報共有は行っているが、ヤングケアラーの発見は今のところ

出ていない。しかし、実際に深くアプローチすれば、実態が出てくるかもしれないので、今後
支援機関で意識して取り組みを行う必要がある。

 現時点では、実態の把握がされていないのでｃｓｗや民生委員・学校・行政と共通認識を図り
支援していきたい。

　ヤングケアラーの情報が少ない。（仮に情報があってもどう動くかまで時間がかかる）
 ヤングケアラーの実態がつかめない。教育委員会が把握していても、個人情報の壁があり情報

がこないケースもある。専門機関があれば、共有できる範囲での情報をもらい、本会としても
課題に対する具体的な支援策の創設を検討したい。

 把握しにくいニーズ。児童生徒の環境把握については、学校や教育機関、行政の子育て支援課
などからの情報提供や相談が主となっている。

 連携について 
 基本は学校との連携がとても重要になると思う。学校現場の状況（多忙、個人情報）も含めて

お互いの役割を確認しながら動いていける体制を作りたい。
　ケースを発見してもつなげることができる支援機関が少ない。
 ヤングケアラーが生徒、学生の場合、その子が通う学校関係者と情報提供・共有の場や支援体

制が構築できている社協があるのか？親の理解も必要ではないか？
 学校と子どもの居場所の連携がなかなか取れていない。（学校と子どもの居場所のつなぎ方、

つながっていても学校によって温度差があり良い関係の築き方に課題）
 ヤングケアラーを発見した場合、どの専門職や関係機関や団体に相談したらよいか。今実際に

ヤングケアラーが発見された場合、どういった対応をしたらよいか不安。

 世帯への関わりについて
 第三者視点からみると要保護世帯に該当するが、当事者世帯が困りごとに気付いておらず、こ

の状況でなんとか成立しており支援を拒否しており、介入に時間を要することがある。児童の
年齢によっては、支援の幅が狭まることもあり（義務教育終了等）早急介入が必要だが、対象
世帯と支援者との捉え方の温度差を埋める術がなく行き詰ることがある。

 保護者にヤングケアラーの問題点を伝える際に、保護者の捉え方などが心配（問題を受け止め
改善に向かう方法があるのか）

 子供の権利である、学ぶこと、遊ぶことなどを実現するため、まずは親のサポートをどのよう
に実行していけばよいのかが課題になると考えている。

　関わり方がとても難しいと感じる。支援も拒否される場合もある。
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問９【全ての社協に質問】（自由記述）
行政（県・市町村）に対して、ヤングケアラー支援に関する意見

 連携について
 島の地域性でも、実態把握は難しいと思う。※学校の先生が気づいて繋がるケースがあると思

うが、教育委員会など個人情報取り扱いで他機関との連携課題になるのでは。
　ヤングケアラーに特化したサービスがあるのか。
　市町村からも情報提供等があると、社協としても今後の取組に活かす事ができると思う。
　各関係機関との情報交換等。
 家庭状況や子どもたちの様子を一番把握（発見）しやすい立ち位置にある学校（担任教諭）側

との情報共有、次にどうアプローチをしていくか等、既存の会議の中で位置づけるのか、新た
な場で専門者を交えて課題解決まで導いていくのか、行政や関係機関との話し合いの場を市町
村で検討していく。

 ヤングケアラーの実態調査をし、調査結果をもとに専門職や関係機関や団体との連携を図れる
組織づくり。

 支援サービスについて
　ヤングケアラーに関する制度があるのか。
　市町村で独自に行っている支援策があれば教えてほしい。
　子を持つ親に対して「ヤングケアラー」を理解してもらう場や相談場所がほしい。
　相談機関を増やしてほしい。
　養育訪問の充実と子ども食堂の多様化による、支援先（受け皿）の確保。
　早急な対応が可能な体制づくり。
　親に対してのアプローチの強化（出来ないのではなく、やる気を！）
 「ヤングケアラー」という言葉のイメージが良くないので、当人たちは「ヤングケアラー」と

いうことに気づきたくないのでは？（該当していると思われたくない）
 ヤングケアラーのいる家庭の状況は様々だと思うので、関係機関との連携に加え、長期的な支

援や対応が必要。
　ヤングケアラーについての受け取り方が個々で違うため、専門職の配置が必要。
 潜在的に眠っているヤングケアラーの子たちがいると思うが、その家族や当該子が「ヤングケ

ラー」だと認識していない事が顕在化しない理由ではないかと思う。専門機関を創設し、「見
つける」「繋げる」「連携」の出来る仕組みが必要。

 問題が複雑化していることが予想されるので、関係機関等をコーディネートする役割が必要で
ある。

 ノウハウについて
　ヤングケアラーに関する勉強会があったら良い。
　行政・学校・地域（公民館）・社協 とヤングケアラーに関する勉強会や研修を実施したい。
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 その他
　人と人とのつながりが失われていることも原因の一つだと思う。教育の段階から、人とつなが
ることの大切さを学び、困った時には周りを頼り、周りの人が困っていたら力になるという心を育
てていくことが重要だと思う。

問10【全ての社協に質問】（自由記述）
県社協に対して、ヤングケアラー支援に関する意見

 研修等の機会について
　社協職員、民生委員のスキルアップを目指したい。
　ヤングケアラー支援に関する研修会等を実施してほしい。
　支援体制強化に向けた民生委員児童委員への啓発
　ヤングケアラー経験者（大人）と支援方法について話をする機会があると、今後の参考になる。
　体験した家族の考え方やヤングケアラーと指摘を受けた後の受け止め方を知りたい。
　１～２時間の研修動画を長期化配信してもらえると助かる。民児協定例会などで活用する。

 情報提供
　他の都道府県や市町村での実際の支援事例や取り組み等を知れる機会。
　研修会や事例報告など情報提供。
 各地域支えあい活動委員会や民生委員に「ヤングケアラー」について周知しているが、他地域

の取り組みがあれば知りたい。
　県内相談支援機関（ヤングケアラー問題に対応できる）のリスト作成と発信
 ヤングケアラーの事例・実態を聞く場が少ない。実際に市内でもどれくらいヤングケアラーが

居るのか、数字と事例を聞きたい。実態から見えてくる課題に対して、当法人でも出来ること
を考えていきたい。

 ヤングケアラーの実態調査をし、調査結果をもとに専門職や関係機関や団体との連携を図れる
組織づくり。
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個別事例
問７（５）【（３）で「社協が関係機関と連携して支援したケースがある」と回答した社協に質問】
対応した個別ケースについて聞いたところ、結果は以下のとおりである。
※該当者数が少ないため、表のみの掲載にとどめる。

ケアをしている人の状況について（複数選択）

ケアをしている人について（複数選択）

家族構成対象となる子の学年

対象となる子の性別

その他の状況

・精神疾患

・外国人

・難病
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子どもがケアをしている内容について（複数選択）

ヤングケアラーと気づいたきっかけ・理由
　関係機関からの情報。
　要保護児童対策協議会主催の学校訪問事業に同行。学校側より対象児童の情報交換がされた。
　世帯より、社協フードバンク事業の利用相談があった。
 コロナ感染世帯に対する生活支援物資の提供希望があった際、生活状況の聞き取りを行う中で

把握することができた。
　学校に登校できていない状況を確認していた。（両親の件で訪問するとその子が家にいる）
　SSWからの相談。
　行政よりフードバンク利用の調整。
　母親からの相談。
　訪問、キーパーソンからの聞き取り。
 行政の相談窓口から、母親の福祉サービス利用申請に対する支援を相談・依頼されたことでつ

ながるきっかけとなった。
 社協が行っているフードバンク利用時に生活困窮の様子が伺えた為、CSWへつながり、関わっ

ていく中で実態把握ができた。

子どもにケアを手伝ってもらわないといけない理由として考えられること（複数選択）
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子どもにケアを手伝ってもらわないといけない理由【その他の理由】
◼　シングルマザーであり、夜間仕事をしているため。
◼　両親からのネグレクト（外出の制限、家事）。
◼ 両親が知的障害・精神障害があり、母親が入院時、父親が子の面倒を見れず、対象児童が下の

子の面倒をみている。
◼　本人と直接話すことができていない（要対協ケースとして市が把握）。
◼　頼りになる身内が家族だけの為。

社協として、本人、世帯に対して行った支援内容について（複数選択）

その他の理由
◼　貸付、フードバンク、申請等の同行支援。
◼　社協が実施する「日自支援事業」を利用し、ＣＳＷと一緒に訪問した。
◼　手続きの際の付き添い、援助等を行った。
◼　計画相談員と連携して就職活動を促した。
◼　傾聴対応。
◼　関係機関と情報を共有した。

支援する上で連携した関係機関について（複数選択）
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その他の関係機関
◼　パーソナルサポート
◼　計画相談員が中心となり、就労支援事業所の紹介や教育委員会との連携を図っている。
◼　不動産屋

連携した具体的な内容
　市役所（障害・福祉サービスの情報提供、世帯の見守り、児童相談所との連携）
　市就職・生活支援パーソナルサポートセンター（生活困窮相談）
　日常生活自立支援事業（金銭管理）
　就労支援、フードバンク利用、その他金銭面の課題解決に向けた年金申請に関すること。
 SSWは対象児童の支援でしか関われないことから、母親のサポートとしてCSWが関わりはじ

める。
 計画相談員中心となり、ハローワークへ父親と同行し就職活動や就労支援事業所の体験などを

促している。しかし、父親のこだわりが強くまだ就職に至っていない。収入も少ないため、社
協が定期的に食料支援を行っている。

　情報共有、支援の見立て、サービス申請等の相談。
　基幹相談支援センターに対して情報共有し、キーパーソンと相談の場を調整した。
　母親の障害福祉サービス利用に関する情報提供。
 母親がコロナ感染し急遽入院することとなったため、子どもの生活状況の把握と児童福祉担当

部署との情報共有、見守り支援を行った。
　要対協で情報共有し役割分担を行う。各関係機関と連携し支援をした。

支援した結果、ケアの状況の変化について

その他の状況
◼　支援中
◼ 日自支援事業利用後からの関りで、既に要対協ケースとして市へ繋がっていたため、声かけ見

守りで訪問支援している。
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調査結果の総括と考察

　本調査の実施にあたっては、アドバイザーの沖縄大学教授名城健二氏から、調査結果からみえる
課題や、市町村社協・県社協に期待する等について考察をいただいた。

「今後のヤングケアラー支援に向けて」

沖縄大学　人文学部　福祉文化学科／沖縄大学大学院　現代沖縄研究科
教授　名城　健二　氏

①　調査結果からみえる特執すべき事項や課題等
　先ず、本調査の回答率が100％（41社協）ということは、各市町村社協におけるヤングケアラー
支援の関心が非常に高いものと評価できる。
　考察においては、主に調査項目の問１【ヤングケアラーと思われる子どもの有無にかかわらず、
ヤングケアラーに関する取り組みについて（複数回答）】と問２【ヤングケアラーに関して、今
後取り組む予定のもの（複数回答）】、問3【ヤングケアラー支援をする際の課題として考えられ
ること（複数回答）】、問４【今後ヤングケアラー支援をしていくために必要だと考えること、期
待すること】、問8【ヤングケアラーの発見や支援について、困っていること、不安に感じてい
ること（自由記述）】に触れる。

　１）　問1【ヤングケアラーに関する取り組みについて】
　　　27社協（65.8％）が「特にしてない」を選択している。これは、ヤングケアラーという言

葉そのものが、沖縄県内にてメディアなどを通して認知され始めたのが2021年９月以降であ
り、ヤングケアラーという用語や定義、実態、支援方法などを各市町村社協がまだまだ十分に
理解できてないと思われる段階の調査（2022年11月）であったことを考えるとやむを得ない
と言えよう。

　　　ただし、その段階においても「ヤングケアラーという視点を加えて見守りをしている」10
社協、「関係機関・団体とのネットワーク・連携体制の強化」を10社協が取り組んでいる。具
体的には、「民生委員定例会で県の資料やヤングケアラー情報誌の読み合わせ」や「学校や各
種相談事業所、子どもの居場所、SSW、関係機関」との情報交換、「地域に厳しい世帯があれ
ば関係機関へつなぐことを意識」し、「ヤングケアラー世帯の支援を通じて、ネットワーク・
連携体制の強化にもつなげている」ことは高く評価できる。

　　　ヤングケアラーの支援方法が十分に確立してない時期においても、既存の社協のコミュニ
ティにおける地域福祉や住民サービスのシステムを応用し、ヤングケアラーやその世帯支援を
関係機関で連携して行っていくというの意識の表れであろう。
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　２）　問2【ヤングケアラーに関して今後取り組む予定】
　　　19社協（46.3％）が「現時点では、予定してない」を選択し、14社協が、「ヤングケアラー

という視点を加えて見守りをする」、「関係機関・団体とのネットワーク・連携体制の強化」と
している。ヤングケアラーに関する「勉強会や研修の実施」５社協、「実態把握・調査」を３
社協が今後の取り組みとして検討している。「現時点では予定しない」としている社協も今後は、
他市町村社協の取り組みを参考にすることで、ヤングケアラー支援を検討していくものと期待
したい。

　３）　問3【ヤングケアラー支援の際の課題として考えられること】
　　　「家族や周囲の大人に、ヤングケアラーだという認識がない」25社協、「子どもが自身の状

況を問題として認識しておらず支援を求めない」を22社協が選択している。このことは、国
内における他の調査でも指摘されている（三菱UFJ＆コンサルティング，2020）ことから、
沖縄県内においても同様の傾向があることが考えられる。

　　　ただし、今回の調査は、ヤングケアラーやその保護者に対する調査ではないため、あくまで
も社協職員の主観的な判断が入ってしまうことは否めない。

　４）　問４【今後ヤングケアラーを支援していくために必要だと考えること、期待すること】
　　　「相談しやすい環境ができる」を36社協が選択している。このことは、他の調査研究でも挙

げられている（三菱UFJ＆コンサルティング，2019）ことから、学校や行政、社協、児童館、
子ども食堂などの子どもが利用する機関において、子ども達が相談しやすい環境整備を優先し
て取り組む必要があると考える。ヤングケアラー同士が相互の体験を語り合うことの必要性（斎
藤ら，2021）を考えると、市町村社協においてその取り組みを検討して欲しい。

　　　他には、「複数の分野の支援体制の整備」28社協、「研修体制の整備」25社協、「専門職の配置」
25社協など、ヤングケアラー支援の充実においてまだまだ多くの課題が散見していることが
考えられる。

　５）　問8【ヤングケアラーの発見や支援について、困っていること、不安に感じていること】
　　　26の意見が出された。出てきた意見を大きく『ノウハウについて』、『実態把握について』、『連

携について』、『世帯への関わりについて』の4つにカテゴライズした。
　　　『ノウハウについて』は、「ヤングケラーの現状や課題について学ぶ必要がある」、「具体的な

相談支援体制が確立してない」、「十分な知識がない」などが出され、『実態把握について』は、「実
態把握が直接的に困難」、「ヤングケラーの発見は今のところ出てこない」、「ヤングケラーの情
報が少ない」などが出された。『連携について』は、「学校との連携がとても重要」、「つなげる
ことができる支援機関が少ない」、「学校によって温度差がある」などが出され、『世帯への関
わりについて』は、「当事者世帯が困りごとに気付いていない」、「まずは、親のサポートをど
のように実行していけばよいのか」、「支援を拒否される場合もある」などが出された。

　　　社協職員として、現段階においては、ヤングケアラーの現状や課題、支援方法の知識が十分
ではなく、実態についても把握が難しいとしていることが分かる。連携においては、学校との
難しさを感じ、つなげる機関が少なく、親のサポートをどのように実行していけばいいのかと
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模索していることが伺える。今後、社協の連携先として厚生労働省がヤングケアラー支援体制
強化の一つとして進めている、ヤングケアラー・コーディネーターが各市町村行政に配置され
ることになれば、社協として具体的に連携できる人材となる。

②　今後のヤングケアラー支援に向けて必要なこと
　　本調査結果から、今後のヤングケアラー支援に向けて必要と考えられることをいくつか挙げる。

　先ずは、ヤングケアラーやその世帯の理解と支援方法を学ぶための機会を作ることが求められ
る。問９と10にも意見として挙がったように、ヤングケアラーに関する研修会の開催や市町村
を超えた相互の情報交換、事例検討会を開催すべきであろう。この取り組みは、ヤングケアラー
の関わり方の視点や知識、スキルを学ぶ貴重な機会となり得る。同時に、ヤングケアラーの課題は、
子ども本人だけでなく、家族全体の課題が背景にあることから（斎藤，2021）、ヤングケアラー
に関する学びが、地域の貧困世帯や虐待、DV環境にある世帯、多くの課題を抱えている世帯、
孤立や孤独傾向の世帯支援に通ずるノウハウを学ぶことにつながると考える。具体的には、以下
の3点に集約されよう。

　１）社協職員や他機関向けの研修会やセミナー、事例検討会の企画、開催
　２）ヤングケアラーという視点も含めた、地域の困難世帯支援システムの構築
　３）ヤングアラーが気軽に集まることができる場の提供や活動支援

　ヤングケアラーであることが子ども自身の権利が侵害され（三菱UFJ＆コンサルティング，
2020）、心身の健康が保持・増進されず、学習面での遅れに影響がでると指摘されている（有
限責任監査法人トーマス，2022）ことから、今後ヤングケアラー支援における具体的な取り組
みを期待したい。

③　市町村社協・県社協に期待すること
　今後のヤングケアラー支援の充実に向けて、市町村社協と県社協に期待することを以下に挙げ
る。
　１）市町村社協に期待すること
　　１．関係機関との連携、特に学校と教育委員会との連携方法の検討を行う
　　２．行政機関と連携しながら、重層的支援体制整備事業の中でのヤングケアラー世帯支援を従

来の社協の強みを活かし、コミュニティにおいて実践する
　　３．既存のサービス（配食サービス、見守り支援、フードバンク、住民参加型在宅福祉サービ

ス（移動・家事支援等））を活用する
　　４．ヤングケアラーが気軽に集まることができる居場所の提供（サロン）や活動支援
　　５．ヤングケアラーという同じ悩みを抱える子ども達向けの集いやグループワークを開催する
　　　　例）障害のあるきょうだいのケアをしている
　　　　　　幼いきょうだいの世話をしている
　　　　　　母親や父親に障害や慢性的な病気がある
　　　　　　祖父母の介護をしている　　など
　　６．関係機関との事例検討会を企画し開催する
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　　７．住民向けのヤングケアラー理解の研修会を企画し開催する

　２）県社協に期待すること
　　１．市町村社協向けにヤングケアラーに関する研修会を企画し開催する
　　２．ヤングケアラー支援に関する市町村社協へのサポートを行う
　　３．ヤングケアラー支援の実情を市町村社協から聞き取りを行い、その現状や課題を共有し、

課題解決のために行政機関へ働きかける
　　４．市町村社協間の事例検討会を企画し実施する
　　５．市町村におけるヤングケアラーの実態調査を提案し協力する
　　６．県民向けのヤングケアラー理解の講演会などを企画し開催する

【引用文献】
齋藤真緒「ヤングケアラーをとりまく諸課題」，『女も男も 自立・平等』No138，2021年 秋・冬号，

pp12-17
齋藤真緒，濱島淑恵，松本理沙，公益社団法人京都ユースサービス協会編「子ども・若者ケアラー

の声からはじまる　ヤングケアラー支援の課題」2021年，クリエイツかもがわ
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書」2019年，

平成30年度子ども・子育て支援推進調査研究事業 
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「ヤングケアラーの早期発見・ニーズ把握に関するガイドラ

イン（案）」2020年，令和元年度子ども・子育て支援推進調査研究事業 ヤングケアラーへの
早期対応に関する研究

有限責任監査法人トーマツ「多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル～ケアを担
う子どもを地域で支えるために～」2022年，令和3年度子ども・子育て支援推進調査研究事
業 多職種連携によるヤングケアラーへの支援の在り方に関する調査研究



－19－



－20－



－19－

調査回答前にお読みください

ヤングケアラー実態把握調査
ヤングケアラーとは、「本来大人が担うとされている家事や家族の世話などを日常的に

行っていることにより、子ども自身がやりたいことができないなど、子ども自身の権

利が守られていないと思われる子ども」のことを言います。

ヤングケアラーの定義を踏まえて、回答をお願いします。

≪こんな人がヤングケアラーです（イメージ）≫

出典：一般社団法人 日本ケアラー連盟

調査内容
調査内容は、添付している「市町村社協におけるヤングケアラー実態把握調査」を御確認く

ださい。

回答方法
アンケート入力フォーム（フォームズ）にて回答をお願いします。

https://ws.formzu.net/fgen/S255162185/
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�調査内容

社協ྡ

メーࣝアࢫࣞࢻ

グ入⪅Ặྡ

ヤングケアラーとは「本来大人が担うとされている家事や家族の世話などを日常的に行ってࠉ

いることにより、子ども自身がやりたいことができないなど、子ども自身の権利が守られてい

ないと思われる子ども」のことを言います。ヤングケアラーの定義踏まえて、௨ୗの㉁ၥにお

答えください。

ࠉࠉࠉ

ၥ㸯㸬࠙ ての社協にお⪺きしますࠚ

㈗社協でヤングケアラーに㛵するྲྀ、ࡎわらヤングケアラーと思われる子どもの᭷↓にࠉࠉࠉ

り⤌ࡳを行っていることは࠶ります。ձ㹼ոを回答されたሙྜは、ྍ⬟で࠶れࡤୗ⾲に㑅ᢥ

⫥␒ྕとࡑのලయ的内容をわる⠊ᅖでᩍえてください。

ձヤングケアラーというどⅬをຍえてぢ守りをしているࠉࠉ

ࠉղヤングケアラーの実態把握࣭調査ࠉࠉ

ࠉーなどによるၨⓎࢱࢫ࣏、トࢵンフࣞࣃճᗈሗㄅやࠉࠉ

ࠉմ一般市Ẹྥけのヤングケアラーに㛵するㅮ₇の㛤ദࠉࠉ

連ᦠయไのᙉ࣭ࢡト࣡ーࢵࢿյ㛵ಀᶵ㛵࣭団యとのࠉࠉ

ն㛵ಀᶵ㛵࣭団యとのヤングケアラーに㛵するຮᙉや◊ಟの実ࠉࠉ
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の┦ㄯᨭの実շヤングケアラーࠉࠉ

ոヤングケアラーྠኈのὶのሙのᥦ౪ࠉࠉ

չ家事ຓ➼のᨭࠉࠉ

（ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ）のࡑպࠉࠉ

ջ≉にしていないࠉࠉ

ࠉ࠙ࠉ 㑅ᢥ⫥ձ㹼ոを回答したሙྜは、ྲྀり⤌ࡳ内容をグ入してくださいࠚ

㑅ᢥ⫥␒ྕ ලయ的内容ࠉ

ၥ㸰㸬࠙ ての社協にお⪺きしますࠚ

り࠶ண定のものはࡴ⤌のᑐᛂとして、ᚋ㈗社協でྲྀりヤングケアラーと思われる子どもࠉࠉࠉ

ます。（࠶てはまる␒ྕてにࢡࢵ࢙ࢳ）

ձヤングケアラーというどⅬをຍえてぢ守りをするࠉࠉ

ղヤングケアラーの実態把握࣭調査ࠉࠉ

ࠉーなどによるၨⓎࢱࢫ࣏、トࢵンフࣞࣃճᗈሗㄅやࠉࠉ

ࠉࠉմ一般市Ẹྥけのヤングケアラーに㛵するㅮ₇の㛤ദࠉࠉ

ࠉ連ᦠయไのᙉ࣭ࢡト࣡ーࢵࢿյ㛵ಀᶵ㛵࣭団యとのࠉࠉ

ն㛵ಀᶵ㛵࣭団యとのヤングケアラーに㛵するຮᙉや◊ಟの実ࠉࠉ

ࠉの┦ㄯᨭの実շヤングケアラーࠉࠉ

ոヤングケアラーྠኈのὶのሙのᥦ౪ࠉࠉ

չ家事ຓ➼のᨭࠉࠉ

（ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ）のࡑպࠉࠉ

ࠉջ⌧Ⅼでは、ண定していないࠉࠉ

ၥ㸱㸬࠙ ての社協にお⪺きしますࠚ

担ᙜするᆅᇦにおいて、ヤングケアラーと思われる子どもをᨭする㝿のㄢ㢟として⪃えらࠉࠉࠉ

れることはどのようなことだと思います。

（ࢡࢵ࢙ࢳてはまる␒ྕてに࠶）ࠉࠉࠉ

らないわいいのࡤձヤングケアラーをどのようにᨭすれࠉࠉ

ࠉないࡵᨭをồ、ࡎղ子どもが自身の≧ἣをၥ㢟として認㆑しておらࠉࠉ

ճ家族や࿘ᅖの大人に、ヤングケアラーだという認㆑がないࠉࠉ

ࠉけがない、ゼၥし࡙らいմゼၥするきっࠉࠉ
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յᑓ㛛⫋や㛵ಀᶵ㛵࣭団యに、ヤングケアラーに㛵する▱㆑や認㆑が㊊しているࠉࠉ

ࠉᵓ⠏が༑ศࢡト࣡ーࢵࢿ、նᏛᰯとのሗඹ᭷などࠉࠉ

ࠉートをする人ᮦやᶵ㛵がないࢿࢹーࢥշ」ᩘのศ㔝にまたがるᨭがᚲせだが、ᨭのࠉࠉ

では利⏝できるものがなく、ලయ的なᨭ⟇を᳨ウできないࢫࣅーࢧո᪤Ꮡのබ的ࠉࠉ

ࠉらないչ≉にない、ศࠉࠉ

（ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ）のࡑպࠉࠉ

ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ

ၥ㸲㸬࠙ ての社協にお⪺きしますࠚ

に、ᚲせだと⪃えていること、ᮇᚅすることはどのࡵᚋヤングケアラーをᨭしていくたࠉࠉࠉ

ようなことだと思います。（࠶てはまる␒ྕてにࢡࢵ࢙ࢳ）

ձヤングケアラーがᗈく認▱されるࠉࠉ

ことࡘղケアを担っている子どもや家族が「ヤングケアラー」という認㆑をもࠉࠉ

いて▱ることࡘճ㛵ಀᶵ㛵がヤングケアラーにࠉࠉ

մᑓ㛛⫋や㛵ಀᶵ㛵࣭団యがヤングケアラーを᪩ᮇⓎぢできるような◊ಟయไのᩚഛࠉࠉ

ࠉյ┦ㄯしやすい⎔ቃができるࠉࠉ

に㛵するሗのⓎಙࢫࣅーࢧ♴⚟նࠉࠉ

をཷけられるようになるࢫࣅーࢧշケアを担っている子どもと家族が㐺ษなࠉࠉ

ࠉになるոヤングケアラーの実ᩘや実態が᫂らࠉࠉ

ࠉչᨭするᑓ㛛⫋の㓄⨨が実するࠉࠉ

ࠉպ」ᩘのศ㔝が連ᦠしたᨭయไがᩚഛされるࠉࠉ

ࠉջヤングケアラーをᨭする団యがቑえるࠉࠉ

ռヤングケアラーྠኈがሗඹ᭷できるሙがቑえるࠉࠉ

ࠉていたことをᛂすることࡵսヤングケアラーがᡃ៏していることや、ㅉࠉࠉ

（ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ）のࡑվࠉࠉ

ၥ㸳㸬࠙ ての社協にお⪺きしますࠚ

ᆅᇦの୰で、本来大人が担うと定される家事や家族のケアを日常的に行っていると思われࠉࠉࠉ

る子どもを把握しています。（࠶てはまる␒ྕ㸯ࡘにࢡࢵ࢙ࢳ）

ࠉၥ㸴ࠉձ把握しているЍࠉࠉ

ၥ㸴ࠉղ⌧ᅾはいないが、㐣ཤにいたЍࠉࠉ

の実態は把握していないЍၥ㸶ࡑ、ճ「ヤングケアラー」と思われる子どもがいるがࠉࠉ

ࠉၥ㸶ࠉմ把握していないЍࠉࠉ
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ၥ㸴㸬࠙ ၥ㸳で「ձ把握している」「ղ⌧ᅾはいないが、㐣ཤにいた」と回答した社協にお⪺きしますࠚ

。と思われる子どもをどのような᪉法で把握しています「ヤングケアラー」ࠉࠉࠉ

Ѝ回答ᚋはၥ㸵（ࢡࢵ࢙ࢳてはまる␒ྕてに࠶）ࠉࠉࠉ

ࠉて把握しているࡌձྛ✀┦ㄯを㏻ࠉࠉ

ー➼、ᆅᇦ⚟♴担ᙜࢱーࢿࢹーࢥ♴⚟やᆅᇦ（ー࢝ー࣡ࣝࣕࢩーࢯࢸࢽ࣑ࣗࢥ）ղ㹁㹑㹕ࠉࠉ

⪅のάືを㏻ࡌて把握しているࠉ

ࠉて把握しているࡌճྛ✀事ᴗを㏻ࠉࠉ

らのሗᥦ౪により把握しているմẸ⏕ጤဨ࣭ඣ❺ጤဨࠉࠉ

らのሗᥦ౪により把握しているյ㛵ಀᶵ㛵࣭団యࠉࠉ

（ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ）のࡑնࠉࠉ

ၥ㸵㸬࠙ ၥ㸳で「ձ把握している」、「ղ⌧ᅾはいないが、㐣ཤにいた」と回答した社協にお⪺きしますࠚ

。の世ᖏᩘをᩍえてくださいࡑ㈗社協で把握しているヤングケアラーのおおよ（㸯）ࠉ

ࠉ世ᖏ（ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ）ࠉࠉࠉࠉ

。ヤングケアラーと思われる子どもが、家族に行っているケアの内容はどれです（㸰）ࠉ

（ࢡࢵ࢙ࢳてはまる␒ྕてに࠶）ࠉࠉࠉࠉ

（る㝿のຓ、ᚋ∦࡙けなどくる、㣗ࡘ㈙い≀、㣗事を）ձ㣗事の世話をしているࠉࠉ

（い家事などの⣽ࡑ、℆㝖、Ὑᤲ）ղ㣗事௨እの家事をしているࠉࠉ

ճ家族の身యㆤをしている（⾰᭹の╔⬺ຓ、⛣ືຓ、᭹⸆⟶⌮など）ࠉࠉ

մ家族の身యㆤをしている（トイࣞや入ᾎຓ）ࠉࠉ

うだいの世話をしているࡻյ家族の௦わりにᗂいきࠉࠉ

うだいの世話をしているࡻるき࠶ն家族の௦わりに㞀ᐖやẼのࠉࠉ

けをしているない家族のぢ守りやኌࡏշ┠の話ࠉࠉ

ո㏻㝔の付き添いをしているࠉࠉ

している（り㏻ヂやᡭ話がᚲせなሙྜ࠶ンにᅔ㞴がࣙࢩケーࢽ࣑ࣗࢥ）չ㏻ヂࠉࠉ

ࠉպ㔠㖹⟶⌮をしているࠉࠉ

ࠉջ⏕ά㈝のຓをしているࠉࠉ

（ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ）のࡑռࠉࠉ

はࢫいて、社協が㛵ಀᶵ㛵と連ᦠしてᨭしたケーࡘヤングケアラーと思われる子どもに（㸱）ࠉ

。ります࠶

るЍ（㸲）࠶がࢫձ㛵ಀᶵ㛵と連ᦠしてᨭしたケーࠉࠉ

（㸴）ࠉղ㛵ಀᶵ㛵と≉に連ᦠしていないЍࠉࠉ
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ࠚと回答した社協にお⪺きします「る࠶がࢫձ㛵ಀᶵ㛵と連ᦠしてᨭしたケー」で（㸱）࠙（㸲）ࠉ

（ࢡࢵ࢙ࢳてはまる␒ྕてに࠶）。ලయ的にどこと連ᦠしましたࠉࠉࠉ

回答ᚋは（㸳）ࠉࠉࠉ

ձᏛᰯࠉࠉ

ղᩍ⫱ጤဨࠉࠉ

ࠉճせಖㆤඣ❺ᑐ⟇ᆅᇦ協㆟ࠉࠉ

մ市町村（ඣ❺⚟♴担ᙜ）ࠉࠉ

յ市町村（㞀ᐖ⪅⚟♴担ᙜ）ࠉࠉ

ն市町村（㧗㱋⪅⚟♴担ᙜ）ࠉࠉ

ࠉーࢱンࢭշᆅᇦໟᣓᨭࠉࠉ

ーࢱンࢭո㞀ᐖ⪅ᇶᖿ┦ㄯᨭࠉࠉ

չᆅᇦ子⫱てᨭᣐⅬࠉࠉ

պඣ❺┦ㄯᡤࠉࠉ

ーࢱンࢭջ子ども࣭ⱝ⪅⥲ྜ┦ㄯࠉࠉ

ռẸ⏕ጤဨ࣭ඣ❺ጤဨࠉࠉ

（ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ）のࡑսࠉࠉ

と回答した社協にお⪺き「る࠶がࢫձ社協が㛵ಀᶵ㛵と連ᦠしてᨭしたケー」で（㸱）࠙（㸳）ࠉ

しますࠚ

ヱᙜするಶูケーࢫにࡘいてᩍえてください。（ྍ⬟で࠶れࡤ㸰ケーࢫど）
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（㸳）�アࠉᛶู 㸯㸬ዪᛶࠉࠉࠉ㸰㸬⏨ᛶࠉࠉ㸱㸬ࡑの

（㸳）�イࠉᏛᖺ

（㸯ࡘにࢡࢵ࢙ࢳ）

㸯㸬ᑠᏛ㸯ᖺࠉࠉࠉ㸵㸬୰Ꮫ㸯ᖺࠉࠉࠉ��㸬ࡑの（ࠉࠉࠉࠉ）ṓ

㸰㸬ᑠᏛ㸰ᖺࠉࠉࠉ㸶㸬୰Ꮫ㸰ᖺ

㸱㸬ᑠᏛ㸱ᖺࠉࠉࠉ㸷㸬୰Ꮫ㸱ᖺ

㸲㸬ᑠᏛ㸲ᖺࠉࠉࠉ��㸬㧗ᰯ㸯ᖺ

㸳㸬ᑠᏛ㸳ᖺࠉࠉࠉ��㸬㧗ᰯ㸰ᖺ

㸴㸬ᑠᏛ㸴ᖺࠉࠉࠉ��㸬㧗ᰯ㸱ᖺ

（㸳）ࠉ࢘�家族ᵓᡂ

てはまる␒ྕ࠶）

てにࢡࢵ࢙ࢳ）

㸯㸬ẕぶࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸲㸬♽∗

㸰㸬∗ぶࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸳㸬きࡻうだい

㸱㸬♽ẕࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸴㸬ࡑの（ࠉࠉࠉࠉࠉ）

（㸳）子どもが担っ

ているケアの≧ἣ

てはまる␒ྕ࠶）

てにࢡࢵ࢙ࢳ）

子どもが担っているケアの≧ἣを把握していますࠉ࢚

㸰㸬いいえࠉЍ㸯㸬はいࠉࠉࠉࠉ

のሙྜ、ケアのලయ的な内容「㸯㸬はい」ࠉ࢜

ձ子どもがケアをして

いる人

㸯㸬ẕぶ

㸰㸬∗ぶ

㸱㸬♽ẕ

㸲㸬♽∗

㸳㸬きࡻだい

㸴㸬ࡑの（ࠉࠉࠉࠉ）

ղ子どもがケアをしている人の≧ἣ

㸯㸬㧗㱋（��ṓ௨ୖ）ࠉ

㸰㸬ᗂいࠉࠉࠉࠉ������㸬ࡑの（ࠉࠉࠉࠉࠉ）

㸱㸬せㆤࠉࠉࠉࠉࠉ��㸬ศらない

㸲㸬認▱ࠉࠉࠉࠉ

㸳㸬身య㞀がいࠉࠉ�

㸴㸬▱的㞀がい

㸵㸬⢭⚄ᝈ

㸶㸬౫Ꮡ

㸷㸬「⢭⚄ᝈ」「౫Ꮡ」௨እのẼ

ճ子どもがケアをしている内容

㸯㸬㣗事の世話をしている（㈙い≀、㣗事をࡘくる、㣗る㝿のຓ、

（ᚋ∦࡙けなどࠉࠉ

㸰㸬㣗事௨እの家事をしている（ᤲ㝖、Ὑ℆、ࡑの⣽い家事など）

㸱㸬家族の身యㆤをしている（⾰᭹の╔⬺ຓ、⛣ືຓ、᭹⸆⟶⌮など）

㸲㸬家族の身యㆤをしている（トイࣞや入ᾎຓ）

㸳㸬家族の௦わりにᗂいきࡻうだいの世話をしている

㸴㸬家族の௦わりに㞀ᐖやẼの࠶るきࡻうだいの世話をしている

㸵㸬┠の話ࡏない家族のぢ守りやኌけをしている

㸶㸬㏻㝔の付き添いをしている

㸷㸬㏻ヂ（ࢽ࣑ࣗࢥケーࣙࢩンにᅔ㞴が࠶り㏻ヂやᡭ話がᚲせなሙྜ）し

ている

��� 㔠㖹⟶⌮をしている

��� ⏕ά㈝のຓをしている

��㸬ࡑの（ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ）
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（㸳）ࠉ࢝�ヤングケアラーとẼ࡙いたきっけ࣭⌮⏤をᩍえてください。

（ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ）ࠉࠉ

（㸳）ࠉ࢟�子どもにケアをᡭఏってもらわなけれࡤならない⌮⏤として⪃えられることはなんで

す㸽（࠶てはまる␒ྕてにࢡࢵ࢙ࢳ）

㸯㸬ㆤは家族で行うものだと思っている

㸰㸬人に家に入ってしくないと思っている

㸱㸬ㆤಖ㝤ࢧーࢫࣅを㝈ᗘ㢠いっࡥいっているが、᭦にㆤがᚲせだら

㸲㸬子どもが家のᙺに❧ࡘことにやりがいをឤࡌている

㸳㸬お㔠がるのがᅔるら

㸴㸬ࡑの（ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ）

（㸳）ࠉࢡ�社協として、ヤングケアラー本人、世ᖏにᑐしてどのようなᨭを行いました㸽

（ࢡࢵ࢙ࢳてはまる␒ྕてに࠶）ࠉࠉࠉࠉ

㸯㸬世ᖏのぢ守りやኌけを実した

㸰㸬ᨭ⪅㆟を㛤いてᑐᛂを᳨ウした

㸱㸬社協が実しているフーࣂࢻンࢡをά⏝した

㸲㸬社協が実している日常的自❧ᨭ事ᴗの利⏝にࡘなࡆた

㸳㸬社協が実しているࢹࢽ࣑イやࣟࢧンのཧຍにࡘなࡆた

㸴㸬ᆅᇦの子どものᒃሙᡤ（㣗ᇽやᏛ⩦ᨭ）のཧຍにࡘなࡆた

㸵㸬ά⏝できるබ的ࢧーࢫࣅや┦ㄯ❆ཱྀのሗをᥦ౪した

㸶㸬ࡑの（ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ）

（㸳）�ケࠉᨭをするୖで連ᦠした㛵ಀᶵ㛵はどこです㸽（࠶てはまる␒ྕてにࢡࢵ࢙ࢳ）

㸯㸬Ꮫᰯ

㸰㸬ᩍ⫱ጤဨ

㸱㸬せಖㆤඣ❺ᑐ⟇ᆅᇦ協㆟ࠉ

㸲㸬市町村（ඣ❺⚟♴担ᙜ）

㸳㸬市町村（㞀ᐖ⪅⚟♴担ᙜ）

㸴㸬市町村（㧗㱋⪅⚟♴担ᙜ）

㸵㸬ᆅᇦໟᣓᨭࢭンࢱー

㸶㸬㞀ᐖ⪅ᇶᖿ┦ㄯᨭࢭンࢱー

㸷㸬ᆅᇦ子⫱てᨭᣐⅬ

��㸬ඣ❺┦ㄯᡤ

��㸬子ども࣭ⱝ⪅⥲ྜ┦ㄯࢭンࢱー

����Ẹ⏕ጤဨ࣭ඣ❺ጤဨ

��㸬ࡑの（ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ）

（㸳）ࠉࢥ�㑅ᢥした㛵ಀᶵ㛵との連ᦠした内容をᩍえてください。（自⏤グ㏙）

（㸳）ࠉࢧ�ᨭした⤖ᯝ、ケアの≧ἣにኚが࠶りました㸽（子どもの❧ሙらのኚにࡘいて）

（ࢡࢵ࢙ࢳにࡘてはまる␒ྕ㸯࠶）ࠉࠉࠉࠉ

㸯㸬ᨵၿされた

㸰㸬ᨵၿ୰

㸱㸬ᨭを᳨ウ୰

㸲㸬ᨵၿされていない

㸳㸬᫂

㸴㸬ࡑの（ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ）



－27－

（㸴）࠙（㸱）「㛵ಀᶵ㛵と≉に連ᦠしていない」を回答された社協にお⪺きしますࠚ

った⌮⏤をᩍえてください。また、社協としてどなࡆなࡘった࣭ながらなࡘ㛵ಀᶵ㛵にࠉࠉࠉ

のようにᑐᛂしたのᩍえてください。

⌮⏤

ᑐᛂ᪉法

ၥ㸶㸬ヤングケアラーのⓎぢやᨭにࡘいて、㈗社協としてᅔっていること、Ᏻにឤࡌているこ

とが࠶れࡤ自⏤にお᭩きください。（自⏤グ㏙）

ၥ㸷㸬行ᨻ（┴࣭市町村）にᑐして、ヤングケアラーᨭに㛵するࡈពぢなどが࠶れࡤ自⏤にお᭩

きください。（自⏤グ㏙）

ၥ��㸬┴社協にᑐして、ヤングケアラーᨭに㛵するࡈពぢなどが࠶れࡤ自⏤にお᭩きください。

（自⏤グ㏙）ࠉࠉࠉ



－28－

ഓພ౫࣍ฑธᅏಈに֣い֥

དࡰഉኁ֭ᆷँՔᆷँ֖֞౫࣍՛ׯにࣤ֘ህউ֩౫࣍ฑבஓཝ֘׀֞Ւ

౦ྎにおい֥໔ตבኴ֩い 1.ະཎ౫࣍Ւ2.ౄइ౫࣍Ւ3.ད֤ࡰくに୶֞౫ࡴב࣍

にಲ౮֘ഓພ౫࣍ฑธᅏಈຕ็さू֞ฝೂवᆵሓ፭Ꭼ 3 Ⴉӡ2021 ႩӢ

4 ଈ 1 ႘֊౮பさֽ֖֞Փ

ഞӱ୴ภ᎕။൶







市町村社会福祉協議会における
査

市町村社会福祉協議会における
ヤングケアラー実態把握調査

報告書報告書

THANKS（サンクス）運動THANKS（サンクス）運動




